
いては、国・県・関係機関からの情報収集、庁内関係
課と情報共有及び連携を図り、感染症拡大防止策に努めていきます。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
・「交通安全計画」に基づき、市民の交通安全意識を向上させるなど総合的な交通安全対策に取り組みます。
・防犯計画に基づき、自主防犯活動への支援や情報提供等を行うなど犯罪防止に取り組みます。また、犯罪防止と検 新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの事務事業が当初の計画より
挙率向上のため、自治会及び事業所等が設置する防犯カメラの支援を行います。 、変更や縮小、中止となった事業もあった。　　　　　　　　　　　
・特に子どもや高齢者を交通事故や犯罪から守るため、警察やボランティア団体等と連携した取り組みを行います。 ◎重点プロジェクト「我孫子の資源をいかし、豊かな地域を創り出す活
・空家等対策計画に基づき、適切な管理が行われていない空家等の対策に取り組みます。 力あるまちづくり」では、地域会議を各地域において感染対策を行った
●重点プロジェクト以外として 上で実施し、一定の成果を得ることができた。　　　　　　　　　　　
・総合窓口では「歩かせない・待たせない・迷わせない」を目標に、来庁者へのサービス向上を図る

様

とともに、戸籍 ◎重点

式

プロジェクト「みんな

第

が安全にくらせるまち

１

づくり」では、新型
簿

号

及び住民基本台帳等を

部

適正に維持管理します

の

。 コロナウイルス感染

運

症拡大の状況を見なが

営

ら、11月に総合防災

方

訓練を実
・「マイナン

針

バーカード交付円滑化

・

計画」に基づき、マイ

課

ナンバーカードの交付

の

を推進します。併せて

目

、同カードの 施した。

標

また防災、防犯、交通

設

の各方面においても感

定

染対策を行いなが
利活

書

用を図るため、令和４

(

年１月導入の住民票等

令

の「コンビニ交付サー

和

ビス」の開始に向け、

 

準備を進めます。 ら取

3

り組んだ。さらに空家

年

対策についても、効果

度

的な空家対策に取り組

)

んだ。　　
◎重点プロ

部

ジェクト以外として「

コ

歩かせない、待たせな

ー

い、迷わせない
」では

ド

、感染対策を行いなが

0

ら、窓口における市民

3

サービスの向上を図
り

部

、住民基本台帳及び戸

　

籍簿等の適正な管理を

名

行った。

課コード 01

市

課　名 市民課 課長名 荒

民

井　康哲

２．課の目標

生

（部の運営方針を受け

活

て課の取組方針を記入

部

） 部の運営方針に対す

部

る課の目標への取組結

長

果

１．総合窓口の運用

名

1．総合窓口の運用
 

海

 市民課窓口に来られ

老

た方の住民異動や異動

原

に伴う一般的な他課手

　

続きを一つの窓口で行

郁

います。市内７ヶ所の

夫

行政 　市民課窓口及び

１

7か所の行政サービス

．

センターでは、総合窓

部

口として
サービスセン

の

ターでも同様のサービ

運

スを行い、市民に寄り

営

添った親切な対応を行

方

います。 　丁寧な対応

針

を行った。
２．戸籍簿

(

及び住民基本台帳の維

予

持管理、マイナンバー

算

カードの交付 2．戸籍

編

簿及び住民基本台帳の

成

維持管理、マイナンバ

・

ーカードの交付
　戸籍

実

簿及び住民基本台帳の

施

維持管理業務は、個人

計

情報に配慮し正確な事

画

務処理を行い適正に管

策

理します。 　個人情報

定

に配慮し、正確な事務

方

処理を行った。個人番

針

号カードの発行
　また

な

、平成２７年度に社会

ど

保障・税番号制度が導

を

入され、マイナンバー

踏

カードを発行していま

ま

す。特に本庁への来 　

え

では、計画交付率６６

て

．４％に対し４７．７

、

%の実績となった。
庁

基

が困難な方のため行政

本

サービスセンターでの

計

カード申請受付を継続

画

して行います。さらに

の

は、マイナンバーカー

分

ド 　また、交付予約サ

野

ービスを導入し、市民

別

の利便性向上に努めた

計

。
交付円滑化計画に則

画

り、計画的な交付業務

や

を行います。 ３．住居

重

表示の維持管理
３．住

点

居表示の維持管理 　適

ﾌ

正な住所付番の実施、

ﾟ

表示板の維持管理に努

ﾛ

めた。
　住居表示維持

ｼ

管理事務では、市内６

ﾞ

３ヶ所設置の住居表示

ｪ

街区案内板の維持管理

ｸ

を行います。また、枝

ﾄ

番号制度の ４．自動交

、

付機の運用
導入に伴い

所

、重複住所の解消に努

管

め、適切な住居表示の

に

付番を行います。 　市

係

内５か所に設置してい

る

る住民票の写し、印鑑

部

証明書の自動交付機に

の

４．自動交付機の運用

運

　ついては、故障のな

営

いよう日ごろからのメ

方

ンテナンスに努めた。

針

コン
　市内５ヶ所に設

に

置している住民票及び

対

印鑑証明書の自動交付

す

機については、故障の

る

無いようメンテナンス

課

を実施し 　ビニ交付導

の

入に伴い、１２月２８

目

日をもって自動交付機

標

が使用できな
、市民の

へ

利便性の向上を図りま

の

す。また、自動交付機

取

サービスの運用終了に

組

向け、利用者や市民カ

結

ード等の所有者に 　る

果

なることから速やかな

　

撤去を実施した。　
周

　

知を行うとともに、コ

分

ンビニ交付サービスへ

野

の切替えに向けて準備

別

を進めていきます。 ５

基

．旅券事務
５．旅券事

本

務 　適正な運営を行い

計

、市民の利便性の向上

画

に努めた。
　千葉県か

の

ら権限委譲を受け我孫

目

子行政サービスセンタ

標

ー内に開設したパスポ

を

ート窓口について、適

考

正な運営を行い ６．行

慮

政サービスセンター管

し

理事務
市民の利便性の

て

向上に努めます。 　必

、

要な個所の修繕を行う

部

とともに、施設の維持

の

管理に務めた。また、

目

６．行政サービスセン

標

ター管理事務 　地方創

を

生臨時交付金を活用し

達

、つくし野・湖北台行

成

政サービスセン　
　行

す

政サービスセンターの

る

運営を円滑に行うため

た

、老朽化施設の補修を

め

実施していきます。ま

の

た、効率的で効果的な

方

　ターのトイレを洋式

針

化した。
行財政運営の

を

ためにも、行政サービ

記

スセンターの利用統計

入

を取りながら閉鎖や統

)

合に向けての調査研究

●

を進めます。 ７．窓口

重

業務の委託化検討
７．

点

窓口業務の委託化検討

プ

　本庁や行政サービス

ロ

センターにおける窓口

ジ

業務委託について、今

ェ

後も
　本庁や行政サー

ク

ビスセンターにおける

ト

窓口業務委託について

「

、業務内容の確認や委

我

託範囲の検討を行い、

孫

内容を精 　引き続き調

子

査・研究を継続してい

の

く。
査します。

３．課

資

の目標を達成する上で

源

の課題と対応（人員の

を

配置、組織のあり方な

い

ど）

・総合窓口として

か

の役割を担うため、本

し

庁と行政サービスセン

、

ター間の連携を図り、

豊

職員のより高い意識の

か

改善のた
め窓口等クレ

な

ーム対応研修などを行

地

います。
・戸籍事務、

域

住民基本台帳事務、マ

を

イナンバーカードの交

創

付などを行う上で、Ｄ

り

Ｖ支援措置なども含め

だ

た個人情報の
漏洩に留

す

意し、正確で適正な事

活

務処理を行います。

４

力

．原因分析・改善策

（

あ

課長） （部長）
・総合

る

窓口の役割を担うため

ま

、本庁と行政サービス

ち

センター間の連携を図

づ

り、職員のより高い意

く

・今後も引き続き、接

り

遇やクレーム対応研修

」

を実施し、サービス向

・

上を図るとともに、戸

総

籍簿及
識の改善のため

合

窓口等クレーム対応研

窓

修などを継続的に行う

口

必要があります。また

と

、「歩かせな び住民基

し

本台帳等を適正に維持

て

管理していきます。
い

、

・待たない・迷わせな

迅

い」を目標にサービス

速

の向上とより効果的な

か

受付及び入力事務など

つ

を踏 ・総合窓口でのサ

正

ービス向上、事務の効

確

率化を踏まえ、業務の

、

委託化おける調査・検

親

討を進めま
まえ窓口業

切

務の委託化に向けてさ

・

らなる調査・研究が必

丁

要です。 す。
・戸籍事

寧

務、住民基本台帳事務

な

、個人番号カードの交

対

付を行う上で、DV支

応

援措置なども含めた個

を

・行政サービスセンタ

行

ーの維持管理を行うと

い

ともに、今後の在り方

、

について検討を進めま

戸

す。
人情報の漏洩に留

籍

意し、正確で適正な事

簿

務処理を行う必要があ

や

ります。
・住居表示の

・

付番については、事業

「

者等の理解が必要とな

地

ります。

５．課の目標

域

を達成するために取り

コ

組む事務事業

事務事業

ミ

名（個別事業） 重プ 施

ュ

策 指標 単位 現況値 目標

ニ

値 実績値 達成率(％)

テ

評価該当 コード

1 住居

ィ

表示の維持管理業務 重

活

無 00000 住居表示

性

台帳の作成（表示板の

化

補充含む） % 100 1

基

00 100 100 現状

本

2 住民基本台帳法に基

方

づく管理業務 重無 00

針

000 人口異動に対す

」

る記録割合 % 100 1

に

00 100 100 現状

基

3 自動交付機設置業務

づ

重無 83204 自動交

き

付機利用率（窓口受付

、

との対比） % 26.4

地

28 26.4 94.2

域

9 廃止

4 戸籍簿の維持

コ

管理業務 重無 0000

ミ

0 戸籍職権訂正処理件

ュ

数／戸籍処理事件数×

ニ

100 ％ 0.74 0.

テ

7 0.71 98.59

ィ

現状

5 総合窓口の運用

の

業務 重無 00000 ク

活

レームの件数 回 2 5 2

性

250 現状

6 個人番号

に

カードの交付業務 重無

向

00000  個人番号

け

カードの交付達成数 枚

た

20,959 42,4

取

00 20,959 49

り

.43 現状

7 旅券事務

組

所の開設と運営 重無 0

み

0000 正確かつ迅速

を

に処理した率 ％ 100

推

100 100 100 現

進

状

8

9

10

していきます。 住民基本台帳の適正な管理を行った。
基本方針の柱である「地域会議」の取り組みを支援していきます。未設置の地区については、設置に向けた取り組み ・個人番号カードの交付においては、交付予約システムを導入し、来客
を進めていきます。 数を分散化すること密の回避や利便性の向上に努めた。また、コールセ
・自治会やまちづくり協議会が自主的に取り組むコミュニティ活動やその拠点となる施設に対する支援を進めていき ンターを設置し、市民からの問い合わせに速やかに対応した。
ます。 ・令和4年1月よりコンビニ交付サービスを開始し、市民の利便性の向上
・新たな「市民公益活動支援指針」に基づく推進施策を積極的に推進し、市民が主体的に取り組む市民公益活動の活 を図った。
性化を図っていきます。
●重点プロジェクト「みんなが安全にくらせるまちづくり」
・防災訓練や防災講座等を通じて市民の防災意識を高め、自主防災組織の設置を自治会に働きかけます。併せて、防
災リーダーや防災ボランティアなどの人材育成を推進します。また、防災力の向上を図るため、地域防災計画に基づ
く防災関連設備及び非常用備蓄品の計画的な整備に取り組みます。
・災害時における要支援者に対する支援方策を整備していくとともに、支援体制の強化を図ります。
・新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症への対策につ



庁内関係
課と情報共有及び連携を図り、感染症拡大防止策に努めていきます。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
・「交通安全計画」に基づき、市民の交通安全意識を向上させるなど総合的な交通安全対策に取り組みます。
・防犯計画に基づき、自主防犯活動への支援や情報提供等を行うなど犯罪防止に取り組みます。また、犯罪防止と検 新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの事務事業が当初の計画より
挙率向上のため、自治会及び事業所等が設置する防犯カメラの支援を行います。 、変更や縮小、中止となった事業もあった。　　　　　　　　　　　
・特に子どもや高齢者を交通事故や犯罪から守るため、警察やボランティア団体等と連携した取り組みを行います。 ◎重点プロジェクト「我孫子の資源をいかし、豊かな地域を創り出す活
・空家等対策計画に基づき、適切な管理が行われていない空家等の対策に取り組みます。 力あるまちづくり」では、地域会議を各地域において感染対策を行った
●重点プロジェクト以外として 上で実施し、一定の成果を得ることができた。　　　　　　　　　　　
・総合窓口では「歩かせない・待たせない・迷わせない」を目標に、来庁者へのサービス向上を図るとともに、戸籍 ◎重点プロジェクト「みんな

様

が安全にくらせるまち

式

づくり」では、新型
簿

第

及び住民基本台帳等を

１

適正に維持管理します

号

。 コロナウイルス感染

部

症拡大の状況を見なが

の

ら、11月に総合防災

運

訓練を実
・「マイナン

営

バーカード交付円滑化

方

計画」に基づき、マイ

針

ナンバーカードの交付

・

を推進します。併せて

課

、同カードの 施した。

の

また防災、防犯、交通

目

の各方面においても感

標

染対策を行いなが
利活

設

用を図るため、令和４

定

年１月導入の住民票等

書

の「コンビニ交付サー

(

ビス」の開始に向け、

令

準備を進めます。 ら取

和

り組んだ。さらに空家

 

対策についても、効果

3

的な空家対策に取り組

年

んだ。　　
◎重点プロ

度

ジェクト以外として「

)

歩かせない、待たせな

部

い、迷わせない
」では

コ

、感染対策を行いなが

ー

ら、窓口における市民

ド

サービスの向上を図
り

0

、住民基本台帳及び戸

3

籍簿等の適正な管理を

部

行った。

課コード 02

　

課　名 市民活動支援課

名

課長名 小池　博幸

２．

市

課の目標（部の運営方

民

針を受けて課の取組方

生

針を記入） 部の運営方

活

針に対する課の目標へ

部

の取組結果

●「地域コ

部

ミュニティ活性化基本

長

方針」を推進するため

名

、活性化の柱である地

海

域会議の支援と設置に

老

むけた取り組み ・各地

原

区で取り組む地域会議

　

を支援し、地域コミュ

郁

ニティの活性化を推
を

夫

進めるとともに、地域

１

活動に関する情報発信

．

を行っていきます。ま

部

た、地域会議にしっか

の

りと対応できるよう庁

運

内 進するとともに、自

営

治会やまちづくり協議

方

会のコミュニティ活動

針

や活動
体制についても

(

検討し、体制整備を図

予

っていきます。 の拠点

算

施設の支援、市民公益

編

活動支援指針に掲げる

成

推進施策に着実に取
●

・

令和２年度に見直した

実

市民公益活動支援指針

施

に基づき、新たに市民

計

活動の活性化を推進し

画

て行きます。 り組み、

策

豊かな地域を創りだす

定

活力あるまちづくりを

方

進めることができ
●公

針

募補助金や市民と市民

な

団体との交流機会の提

ど

供など、市民活動への

を

支援を行っていきます

踏

。 た。
●退職した市民

ま

の経験や技術をまちづ

え

くりに活かせるよう、

て

市民団体との交流機会

、

を設けていきます。
●

基

地域住民の交流を促進

本

するため、自治会への

計

助成金や集会所の整備

画

に対する補助など、身

の

近な地域活動への支援

分

を
行います。また、ま

野

ちづくり協議会が行う

別

地域づくりに寄与する

計

事業を支援するととも

画

に、近隣センターの適

や

正な維
持管理を図って

重

いきます。

３．課の目

点

標を達成する上での課

ﾌ

題と対応（人員の配置

ﾟ

、組織のあり方など）

ﾛ

・地域コミュニティ活

ｼ

性化基本方針を推進す

ﾞ

るに当たり、引き続き

ｪ

市民にＰＲして行くこ

ｸ

とが必要です。
・市民

ﾄ

と市民活動団体との交

、

流機会の提供に当たり

所

、指定管理者や市民活

管

動団体との連携は不可

に

欠であり、関わり方
や

係

役割分担など工夫して

る

いくことが必要です。

部

・市民活動団体やまち

の

づくり協議会の担い手

運

不足問題が深刻になっ

営

ており、特に注力する

方

必要があります。

４．

針

原因分析・改善策

（課

に

長） （部長）
部の運営

対

方針に対応した課の目

す

標のとおり取り組みを

る

進めることができた。

課

課の目標の達成のた 課

の

の目標の取り組みどお

目

り進められ、部の運営

標

方針のうち、重点プロ

へ

ジェクト「我孫子の資

の

源を
めに取り組む事務

取

事業については、新型

組

コロナウイルス感染症

結

の影響により達成率が

果

低い事務事 いかし、豊

　

かな地域を創りだす活

　

力あるまちづくり」に

分

貢献した。
業があった

野

。

５．課の目標を達成

別

するために取り組む事

基

務事業

事務事業名（個

本

別事業） 重プ 施策 指標

計

単位 現況値 目標値 実績

画

値 達成率(％) 評価該

の

当 コード

1 市民公益活

目

動の担い手を増やすた

標

めの取組 重２ 4110

を

1 担い手対策事業を通

考

して活動を始めた人の

慮

人数 人 40 40 117

し

292.5 結合

2 公募

て

補助金制度の運用 重２

、

41201 一定期間交

部

付後、引き続いて再申

の

請しない団体数 団体 1

目

3 1 33.33 結合

3

標

市民公益活動補償制度

を

の運用 重２ 41201

達

補償割合（補償件数（

成

支払い件数）/申請件

す

数×100） ％ 100

る

100 100 100 結

た

合

4 市民活動ステーシ

め

ョンの管理 重２ 411

の

01 市民活動ステーシ

方

ョンの年間利用件数 件

針

4,404 7,000

を

4,404 62.91

記

結合

5 まちづくり協議

入

会への近隣センター施

)

設運営業務委託 重無 4

●

1302 まちづくり協

重

議会主催事業実施率 ％

点

81 100 81 81 結

プ

合

6 市民プラザの施設

ロ

運営 重無 41302 有

ジ

料室稼働率 % 55.6

ェ

71 55.6 78.3

ク

1 結合

7 市民・近隣セ

ト

ンター等施設維持管理

「

重無 41302 有料室

我

稼働率 ％ 40 50 40

孫

80 結合

8 自治会活動

子

助成事業 重２ 4130

の

1 全世帯のうち自治会

資

加入世帯の割合 % 69

源

.9 80 69.9 87

を

.38 結合

9 自治会集

い

会所整備事業等補助金

か

の交付 重２ 41301

し

補助金申請の交付率 %

、

100 100 100 1

豊

00 結合

10 地域コミ

か

ュニティ活性化の推進

な

重２ 82001 地域会

地

議の設置数 地域 5 6 5

域

83.33 結合

を創りだす活力あるまちづくり」 ・地域コミュニティ活性化基本方針の柱となる地域会議の取り組みを支
・「地域コミュニティ活性化基本方針」に基づき、地域コミュニティの活性に向けた取り組みを推進していきます。 援し、地域コミュニティの活性に向けた取り組みを推進した。
基本方針の柱である「地域会議」の取り組みを支援していきます。未設置の地区については、設置に向けた取り組み ・自治会やまちづくり協議会が自主的に取り組むコミュニティ活動、ま
を進めていきます。 た拠点施設の支援を行った。
・自治会やまちづくり協議会が自主的に取り組むコミュニティ活動やその拠点となる施設に対する支援を進めていき ・市民公益活動支援指針に基づく推進施策を積極的に推進し、市民が主
ます。 体的に取り組む市民公益活動の活性化を図った。
・新たな「市民公益活動支援指針」に基づく推進施策を積極的に推進し、市民が主体的に取り組む市民公益活動の活
性化を図っていきます。
●重点プロジェクト「みんなが安全にくらせるまちづくり」
・防災訓練や防災講座等を通じて市民の防災意識を高め、自主防災組織の設置を自治会に働きかけます。併せて、防
災リーダーや防災ボランティアなどの人材育成を推進します。また、防災力の向上を図るため、地域防災計画に基づ
く防災関連設備及び非常用備蓄品の計画的な整備に取り組みます。
・災害時における要支援者に対する支援方策を整備していくとともに、支援体制の強化を図ります。
・新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症への対策については、国・県・関係機関からの情報収集、



動に関する情報発信 重２ 41101 市民、市民活動団体に対して情報を発信した件数 件 113 75 113 150.67 結合

５．課の目標を達成するために取り組む事務事業

事務事業名（個別事業） 重施 施策 指標 単位 現況値 目標値 実績値 達成率(％) 評価該当 コード

11 市民公益活



防災関連設備及び非常用備蓄品の計画的な整備に取り組みます。
・災害時における要支援者に対する支援方策を整備していくとともに、支援体制の強化を図ります。
・新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症への対策については、国・県・関係機関からの情報収集、庁内関係
課と情報共有及び連携を図り、感染症拡大防止策に努めていきます。

部の運営方針に対する部全体の総合評価
・「交通安全計画」に基づき、市民の交通安全意識を向上させるなど総合的な交通安全対策に取り組みます。
・防犯計画に基づき、自主防犯活動への支援や情報提供等を行うなど犯罪防止に取り組みます。また、犯罪防止と検 新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの事務事業が当初の計画より
挙率向上のため、自治会及び事業所等が設置する防犯カメラの支援を行います。 、変更や縮小、中止となった事業もあった。　　　　　　　　　　　
・特に子どもや高齢者を交通事故や犯罪から守るため、警察やボランティア団体等と連携した取り組みを行います。 ◎重点プロジェクト「我孫子の資源をいかし、豊かな地域を創り出す活
・空家等対策計画に基づき、適切な管理が行われていない空家等の対策に取り組みます。 力あるまちづくり」では、地域会議を各地域に

様

おいて感染対策を行っ

式

た
●重点プロジェクト

第

以外として 上で実施し

１

、一定の成果を得るこ

号

とができた。　　　　

部

　　　　　　　
・総合

の

窓口では「歩かせない

運

・待たせない・迷わせ

営

ない」を目標に、来庁

方

者へのサービス向上を

針

図るとともに、戸籍 ◎

・

重点プロジェクト「み

課

んなが安全にくらせる

の

まちづくり」では、新

目

型
簿及び住民基本台帳

標

等を適正に維持管理し

設

ます。 コロナウイルス

定

感染症拡大の状況を見

書

ながら、11月に総合

(

防災訓練を実
・「マイ

令

ナンバーカード交付円

和

滑化計画」に基づき、

 

マイナンバーカードの

3

交付を推進します。併

年

せて、同カードの 施し

度

た。また防災、防犯、

)

交通の各方面において

部

も感染対策を行いなが

コ

利活用を図るため、令

ー

和４年１月導入の住民

ド

票等の「コンビニ交付

0

サービス」の開始に向

3

け、準備を進めます。

部

ら取り組んだ。さらに

　

空家対策についても、

名

効果的な空家対策に取

市

り組
んだ。　　
◎重点

民

プロジェクト以外とし

生

て「歩かせない、待た

活

せない、迷わせない
」

部

では、感染対策を行い

部

ながら、窓口における

長

市民サービスの向上を

名

図
り、住民基本台帳及

海

び戸籍簿等の適正な管

老

理を行った。

課コード

原

04 課　名 市民安全課

　

課長名 住安　巌

２．課

郁

の目標（部の運営方針

夫

を受けて課の取組方針

１

を記入） 部の運営方針

．

に対する課の目標への

部

取組結果

・自治会等が

の

行う防災訓練への助成

運

や備蓄品の提供を通し

営

て、自主防災組織の活

方

動を支援し、自助、共

針

助への意識向 ・令和3

(

年度は、新規２組織と

予

設立から２５年経過し

算

て条件を満たした
上を

編

図ります。 自主防災組

成

織５組織へ、資器材助

・

成の交付及び再交付を

実

行いました。
・総合防

施

災訓練など各種訓練の

計

実施により、関係機関

画

との連携強化と防災に

策

対する啓発活動を行い

定

ます。 ・自治会等が行

方

う防災訓練への助成及

針

び備蓄品の提供を行い

な

ました。
・「避難所開

ど

設・運営マニュアル」

を

に基づく避難所運営訓

踏

練を実施し、避難所と

ま

なる学校と地域におけ

え

る連携強化を ・小中学

て

校等での交通安全教室

、

や誘拐防止教室、交通

基

安全・防犯に関す
図り

本

、防災力を高めます。

計

る講和、防犯パトロー

画

ルについて、警察署、

の

防犯協議会、ボランテ

分

ィア
・我孫子市地域防

野

災計画の修正を行いま

別

す。 団体等と連携を図

計

りました。
・防災設備

画

や備蓄品等災害時の応

や

急対応に関する整備を

重

行います。 ・空家対策

点

については、空家等対

ﾌ

策計画や関係法令に基

ﾟ

づき、適切な管
・「避

ﾛ

難行動要支援者避難支

ｼ

援計画」に基づく、「

ﾞ

避難行動要支援者名簿

ｪ

」の自治会等への提供

ｸ

に取り組みます。 理を

ﾄ

促すとともに、自治会

、

等からの情報提供につ

所

いて、調査や状況に応

管

・市民への情報発信と

に

して、防災・防犯や交

係

通事故等の情報提供を

る

ホームページやメール

部

配信サービス等で行う

の

とも じて応急処置を行

運

いました。
に、伝達手

営

段の増加を図ります。

方

・交通安全は、交通安

針

全計画に基づき道路交

に

通安全対策に取り組む

対

とともに、特に子ども

す

や高齢者への交通安全

る

啓発
活動を強化し、交

課

通安全推進隊や子ども

の

見守り隊等のボランテ

目

ィアを支援します。
・

標

犯罪のない安全で安心

へ

なまちを実現するため

の

、警察、自治会、防犯

取

協議会等関係団体と連

組

携を強化し、地域防犯

結

力
向上に努めます。
・

果

自治会及び事業所等が

　

行う防犯カメラ設置に

　

ついて支援を行い、犯

分

罪抑止効果の向上や犯

野

罪に対する不安軽減に

別

努
めます。
・空家対策

基

として、特別措置法に

本

基づく措置を適切に講

計

ずると共に、所有者等

画

へ自主改善に向けた誘

の

導を行います。

３．課

目

の目標を達成する上で

標

の課題と対応（人員の

を

配置、組織のあり方な

考

ど）

　防災対策では、

慮

近年の異常気象から台

し

風や集中豪雨が多数発

て

生し、記録的な大雪に

、

も見舞われている。東

部

日本大震
災後、液状化

の

被害を受けた布佐地区

目

のように、災害対策も

標

丁寧に行なくてはなら

を

ないことから、効果的

達

な活動を行う
にあたっ

成

て人員の確保が必要で

す

ある。現状は、建設部

る

、消防と連携して最小

た

限度での対応をしてい

め

るが、災害対策が
長期

の

化したり、頻繁に被害

方

を受けることがあると

針

職員の疲弊が心配であ

を

る。

４．原因分析・改

記

善策

（課長） （部長）

入

防災対策については、

)

地域防災計画に基づき

●

体制の充実を図ってい

重

きます。交通安全・防

点

犯対策 防災対策につい

プ

ては、自助・共助が重

ロ

要になります。自治会

ジ

・自主防災組織等への

ェ

支援等を通し
について

ク

は、交通安全教室の実

ト

施、交通事故多発箇所

「

及び危険個所の現地診

我

断、防犯パトロール て

孫

、「自分たちの地域は

子

自分たちで守る」とい

の

う共助の防災意識を啓

資

発していきます。公助

源

につ
、防犯講話等の実

を

施について、警察署、

い

防犯協会等の関係機関

か

との連携の充実を図っ

し

ていきます いては、災

、

害対応のための庁内体

豊

制及び関係機関との連

か

携の強化を推進してい

な

きます。　　　　
。空

地

家対策については、我

域

孫子市空家等対策計画

を

に基づき、適切な管理

創

を促す等の対応を行っ

り

て 交通・防犯対策につ

だ

いては、関係機関との

す

連携強化を推進し、安

活

全対策の充実を図りま

力

す。　　
いきます。 空

あ

家対策については、空

る

家等対策の推進に関す

ま

る特別措置法及び我孫

ち

子市空家等対策計画に

づ

基づ
き、適切に対応を

く

行っていく必要があり

り

ます。

５．課の目標を

」

達成するために取り組

　

む事務事業

事務事業名

総

（個別事業） 重プ 施策

合

指標 単位 現況値 目標値

防

実績値 達成率(％) 評

災

価該当 コード

1 交通安

訓

全普及啓発活動の推進

練

重３ 63501 交通安

は

全教室及び通安全大会

、

など啓発事業の開催回

新

数 回 36 52 36 69

型

.23 現状

2 自主防災

コ

組織育成事業 重３ 70

ロ

101 自主防災組織数

ナ

組織 137 136 13

感

7 100.74 結合

3

染

国民保護計画の推進 重

症

３ 70401 適宜に会

拡

議を実施する。 回 2 2

大

2 100 現状

4 災害予

の

防・初動対策事業 重３

状

70101 安否確認・

況

参集メールへ登録の徹

を

底 ％ 97 100 97 9

見

7 結合

5 防災訓練の実

な

施 重３ 70101 訓練

が

参加人数 人 296 1,

ら

000 296 29.6

、

結合

6 防災情報伝達シ

参

ステムの管理運用 重無

加

70102 機器点検実

人

施回数 回 2 2 2 100

数

結合

7 防災用施設及び

・

非常用備蓄品整備事業

「

重無 70102 備蓄食

地

糧数 食 136,436

域

120,000 136

コ

,436 113.7 結

ミ

合

8 我孫子市防犯協議

ュ

会推進事業 重３ 703

ニ

01 年5回の市内一斉

テ

防犯パトロールの参加

ィ

人数 人 2,005 2,

活

300 2,005 87

性

.17 結合

9 自主防犯

化

活動の支援 重３ 703

基

01 犯罪発生件数 件 5

本

12 800 512 15

方

6.25 結合

10 空家

針

対策事業 重無 7030

」

2 空家等の改善数 件 4

に

5 55 45 81.82

基

結合

づき、地域コミュニティの活性に向けた取り組みを推進していきます。 を減らして１１月に川村学園女子大学で開催いたしました。毎年、小学
基本方針の柱である「地域会議」の取り組みを支援していきます。未設置の地区については、設置に向けた取り組み 校３校で実施していた避難所運営訓練についてもコロナの状況を見なが
を進めていきます。 ら1校で実施しました。
・自治会やまちづくり協議会が自主的に取り組むコミュニティ活動やその拠点となる施設に対する支援を進めていき 　交通防犯対策は、警察署と連携して小中学校等で行う交通安全教室を
ます。 実施しました。また、警察署、防犯協議会、ボランティア団体等と連携
・新たな「市民公益活動支援指針」に基づく推進施策を積極的に推進し、市民が主体的に取り組む市民公益活動の活 し、交通安全や防犯に関する講和や誘拐防止教室を行い、意識の向上を
性化を図っていきます。 図りました。
●重点プロジェクト「みんなが安全にくらせるまちづくり」 　空家対策については、空家等対策計画等に基づき、適切な管理に関す
・防災訓練や防災講座等を通じて市民の防災意識を高め、自主防災組織の設置を自治会に働きかけます。併せて、防 る対策や調査等を行いました。特定空家について、昨年より１棟減し、
災リーダーや防災ボランティアなどの人材育成を推進します。また、防災力の向上を図るため、地域防災計画に基づ ７棟としました。
く


